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１回目 D － －

　特別防災区域に所在する事業所のうち、石油と
高圧ガスを共に取り扱う事業所は、各種の装置が
複雑に入り込んでおり、災害発生の危険性及び災
害の拡大の危険性が特に大きい。
　特定通路の幅員や配置は災害が発生した場合
に、その拡大に大きな影響を与えるものであり、ま
た、防災活動の実施の難易等に大きな影響を与え
るものである。（石油コンビナート災害防止法五
条、第七条）
　この趣旨から石油コンビナート等特別防災区域
における新設事業所等の施設地区の配置等に関
する省令第十二条六で、「他の施設又は設備の全
部又は一部が、特定通路等に突き出して設置され
ることとならないように配置すること」とされている。
　これは、災害発生時における円滑な防災活動の
確保と隣接する施設地区への延焼防止図る目的
で規制されている。ただし、基準の特例として、石
油コンビナート等特別防災区域における新設事業
所等の施設地区の配置等に関する省令第十二条
の二において、「各条の規定により確保される安全
性と同等の安全性を有し、かつ事業所の敷地の面
積及び地形、当該事業所の周囲の状況その他の
状況を勘案し、災害の発生の場合の拡大防止に
支障を生ずるおそれがないものと認めた措置を講
じている場合は適用しない。」とされており、この特
例措置を、石油コンビナート等特別防災区域にお
ける新設事業所等の施設地区の配置等に関する
省令の一部を改正する省令の施行について（通
知）において、具体例を示している。

　石油コンビナート等災害防止法における現行基準に適合していない
施設地区に存する設備の更新を行う場合に、その設備が設置されて
いる施設地区の面積または配置の変更等を行う場合には、現行基準
へ適合する必要がある。
　本提案事項については、特定通路上に突き出して設置している蒸気
エクスパンション配管が問題ではなく、蒸気エクスパンション配管によ
り、特定通路の幅員がとれていないことが、現行基準に適合していな
い事項になることから、「石油コンビナート等特別防災区域における新
設事業所等の施設地区の配置等に関する省令の一部を改正する省
令の施行について（通知）」に記載の第十一条（特定通路の幅員）の特
例による代替措置等での対応策も取れることから現行法令により対応
が可能であると考えられる。
　なお、消防庁において計画段階であっても事前協議が可能であるこ
とから、本提案事項についても事前協議による対応が望ましい。

a
　消防庁においては、現行法令の下で、施設設置計画等の詳細が未
定な計画段階であっても事前協議が可能であるとされたことから、今
後本件のような事例が生じた場合は、この事前協議の場を活用する
こととする。

消防庁から現行制度で対応可能であるとの見解が示され、指定自治体は了解している
ため、協議を終了する。 ⅲ
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【１】
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・申告書提出
の電子化
（予算措置及び
事業者側のシ
ステム「揮発油
税データベー
ス」整備を前
提）
　平成32年３月

・移入届出書
及び移入証明
書提出の電子
化
　（（予算措置
及び事業者側
のシステム「揮
発油税データ
ベース」整備を
前提））
　平成32年３月

・移入証明書
及び移入届出
書の提出等に
係る代替策
　平成30年の
通常国会に法
案提出予定

・申告書提出の
電子化
  予算措置後開
発

・移入届出書及
び移入証明書提
出の電子化
　予算措置後開
発

・移入証明書及
び移入届出書の
提出等に係る代
替策
　平成30年４月施
行

　未納税・免税移出制度は、本来、製造場から移
出する際に課税されるべきところ、以下のような場
合に課税することは消費課税という観点からはそ
の本旨にそぐわない面もあることから設けられた
制度であり、特定の場所に移入されたことを証する
書類を申告書等に添付することなどの要件を満た
した場合において、当該制度の適用が認められる
ものである。
①　揮発油が他の揮発油の原料として使用される
場合（例：特定石油化学製品の移出）
②　自己の他の製造場又は蔵置のため移出する
等その揮発油がただちに流通過程に入らない場
合

【１】
・　揮発油税申告書の電子申告対応については、「行政手続コスト削減のた
めの基本計画」に記載されているところであり、予算措置を前提として、揮発
油税申告書の電子申告対応について取り組んでいきたい。
　移出者が移入証明書を取得するための移入者との紙ベースでのやりとり
について、事業者の事務負担を緩和できるよう、電子的に作成された移入
届出書や移入証明書を電子的に提出することができるようにするためのe-
Taxの改修についても、予算措置を前提として、改修方法等を検討してまい
りたい。
　なお、移入者による移入の事実の証明手続につき、移入者側が電子署名
を付した上で移出者に電子的に移入証明書を交付し、当該移入証明書を、
移出者が納税申告書の添付書類としてe-Taxにより電子的に提出すること
は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関
する省令（オン化省令）など、法令上の規制はないものと思料。

・　提案にある（e-Taxに送信する前段階に位置している）事業者間でやりと
りするための「揮発油税データベース」部分については、事業者間のやり取
りを記録・証明するものであるため、実際に活用される事業者において整備
されることが適切であろうと思料されるが、「揮発油税データベース」におい
て事業者間でやり取りしたデータの揮発油税電子申告への活用に当たって
は、利用者の利便性が向上するよう、利用者のニーズも踏まえて対応してま
いりたい。
　
【２】
【移入証明書及び移入届出書の提出等に係る代替策】
　「行政手続コスト削減のための基本計画」では、一定の要件を満たした場
合には、移入証明書及び移入届出書の提出を不要とし、保存義務のみを課
すこととする税制改正要望をしているところであり、平成30年度税制改正大
綱においても、本事項について言及されているところ。
　法改正が行われれば、これらの書類の提出に係る事務負担が軽減され
る。

b

・揮発油税電子申告化については「電子化が必要である手続きにつ
いては、添付書類も含め、電子化の徹底を図る」という行政手続き部
会とりまとめの際の原則を踏まえ、事業者の意見を反映しつつ着実に
進めていただきたい。また電子的に作成された移入届出書や移入証
明書を電子的に提出することができるようにするためのe-Taxの改修
についても引き続き検討いただきたい。

・「揮発油税データベース」部分については、水島特区の目的とする点
は事務負担の軽減でありデータベースの構築そのものではない。この
ため、31年度実施に向けた揮発油税申告の電子化に当たって、行政
手続きコストの削減が効果的に実現されるよう、事業者の意見を踏ま
えて検討いただきたい。

【移入証明書及び移入届出書の提出等に係る代替策】
・30年税制改正の成立後は、改正後の法令で一定の場合の移入証
明書の添付義務がなくなるとされ、一定の事務負担軽減につながる。
移入証明書のやり取り及び保存の電子化に向けた検討と併せ、事業
者の一層の負担軽減に向けて着実に進めていただきたい。

国税庁の示した見解について、指定自治体は了解したため、一旦協議を終了する。
なお、国税庁は指定自治体の回答を踏まえ、事業者の負担軽減等に向けての対応を検
討するよう努めること。

ⅳ

２回目

担当省庁の見解

【担当省庁の見解における対応欄内容】
　Ａ－１：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施　Ｂ：条件を提示して実施　Ｃ：代替案の提示

Ｄ：現行法令等で対応可能　Ｅ：対応しない　Ｆ：各省が今後検討　Ｚ：指定自治体が検討

指定自治体の回答

【指定自治体の回答における対応欄内容】
　ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れらない　ｄ：その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　内閣府整理

　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　  　  　　　【整理フラグ欄内容】
ⅰ：取組を実現するため、法令等の措置を行うことについて国と地方で合意に至ったもの
ⅱ：取組を実現するため、法令等の措置を行うという方向性について合意に至り、一部条件等を
　　詰めるための協議を継続するもの
ⅲ：現行制度においても取組の実現が可能であることについて国と地方で合意に至ったもの
ⅳ：自治体は省庁から提示された見解を受け入れたが、必要が生じた場合に改めて協議を行うもの
ⅴ：一旦協議を終了し、再提案に向けて提案者側で再検討を行うもの
ⅵ：国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの

特区名
整理
番号 提案事項名 提案事項の具体的内容 政策課題とその解決策 回数

ハイパー＆グ
リーンイノベー
ション水島コンビ
ナート総合特区

29209

石油コンビナート等災
害防止法で定める特
定通路の上空に設置
されている配管等に係
る規制緩和

　特定通路上に突き出して設置している蒸気
エクスパンション配管のうち、下記条件をすべ
て満たすものは防災活動上支障のないものと
して、当該特定通路に隣接する施設地区にお
けるレイアウト変更を認める。
　①レイアウト省令施行前から継続して蒸気
配管として使用しているもの
　②地盤面から５メートル以上の間隔を有して
設置されているもの
　③一の施設地区に隣接する特定通路の一
辺について、配管の突き出し部分の通路長手
方向に係る延長合計が当該特定通路一辺の
長さの３０％以内のもの
　また代替措置として災害の拡大防止のため
の活動に支障を及ぼさないよう、蒸気エクスパ
ンション配管の突き出しがある箇所は道路上
に「上方突起有」の標示を行う。
　なお状況如何に関わらず、現状よりも消防
上不利となるような新たな突き出しを設置する
ことは考えておらず、これは今回の提案の対
象外とする。

　水島コンビナートに立地する石油
精製、石油化学事業者は、その直
面する競争環境の中引き続き国内
での操業を継続していくため、各事
業所において原油処理能力の削減
やエチレンプラントの統合などの大
規模な取組をはじめ、あらゆる場面
での構造改善、事業連携などの合
理化を進めてきた。今後は続いて、
本総合特区制度などを活用し高付
加価値製品の製造拠点化など、持
続的な成長を目指して取組を続けて
いるが、各種法令・制度による制約
のため域内での投資意欲はあって
も海外に流出せざるを得ない状況
が続いている。本件提案はこういっ
た課題に対し、水島コンビナートが
世界のコンビナートと競争していく上
での対等な競争環境の整備を行
い、アジア有数の競争力を持つ「モ
デルコンビナート」を実現し、企業の
海外流出による我が国の産業空洞
化を防ぎ、本県の持続的な成長と良
質な雇用の確保を図るものである。

総務省消防庁特殊災害室

石油コンビナート等災
害防止法第五条　第七
条

石油コンビナート等特
別防災区域における新
設事業所等の施設地
区の配置等に関する省
令第十二条六　第十二
条の二

石油コンビナート等特
別防災区域における新
設事業所等の施設地
区の配置等に関する省
令の一部を改正する省
令の施行について（通
知）

消費税室

揮発油税法第10条、第
14条
地方揮発油税法第７条
租税特別措置法第89
条の２第６項、第89条
の３第２項、第90条第２
項
国税関係法令に係る行
政手続等における情報
通信の技術の利用に
関する省令第３条

ハイパー＆グ
リーンイノベー
ション水島コンビ
ナート総合特区

29210

揮発油税納税申告及
び揮発油税特定石油
化学製品の移出数量
等報告及び移出入関
連書類の電子化

　現在一部の書面についてイメージデータで
の提出が許可されるにとどまっている揮発油
税関係の手続きについて特別区域内の事業
者の行う揮発油税関係手続きを、電子署名等
の利用により電子的に行うことを可能とする。
　なお本件提案でその電子化を求める手続き
は、具体的には次のとおりであり、本件提案
にいう「電子化」とはイメージデータでの提出
可能書面の範囲の拡大ではなく、WEB上で完
全にその手続きが完結するe-Taxへの対応で
ある。又、e-Taxが完成するまでは暫定的に電
子ファイルの添付等での対応が可能とする。
　揮発油税及び地方揮発油税納税申告手続
　揮発油税航空機燃料用免税揮発油移入届
出手続
　揮発油税特定石油化学製品移入届出手続
　揮発油税特定石油化学製品の移出数量等
報告手続
　揮発油税特定用途免税揮発油移入届出手
続
　揮発油税未納税移出揮発油移入届出手続
　バイオエタノール等揮発油特例用～揮発油
税及び地方揮発油税申告手続
　バイオエタノール等揮発油製造及び移出数
量等報告手続

　水島コンビナートが直面している
競争環境に対応し引き続き国内で
の操業を継続していくため、各事業
所においては原油処理能力の削減
やエチレンプラントの統合などの大
規模な取り組みを始め、あらゆる場
面での構造改善、事業連携などの
合理化を進めてきた。しかし各種法
令・制度改正に基づくコスト削減は、
コンビナート内での努力の及ばない
ものもある。これらについて一層の
合理化を図ることで、水島コンビ
ナートが世界のコンビナートと競争
していく上での対等な競争環境が整
備し、アジア有数の競争力を持つ
「モデルコンビナート」を実現し、企
業の海外流出による我が国の産業
空洞化を防ぎ、本県の持続的な成
長と良質な雇用の確保を図る。

国税庁
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